
【 補助対象要件 】
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【 全員が提出する書類 】
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　申請前に、次の補助対象要件を満たしているか、提出書類は整っているかご確認ください。

 対象要件（すべてに該当していること）

 令和６年１月１日から令和７年３月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている。

 婚姻を機に夫もしくは妻または夫婦共同名義で新たに取得または賃借する市内の住居の住所で住民
 登録している。

 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である。

 夫婦の所得の合計が５００万円未満である。

　　※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得から年間返済額を控除します。

 補助金の交付を受けた日から、夫婦共に３年以上三原市に居住する意思がある。

 夫婦共にマイナンバーカードを取得している。

 住民自治組織等地域活動団体の活動に参加している。

 世帯全員が、市税等の滞納がない。

 生活保護法の規定による住宅扶助、他の公的制度による家賃補助等を受けていない。

 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を持つ者で
はない。

 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助（他の自治体での補助を含む。）を受けたこと 
がない（継続補助申請の場合は除く）。

 市の実施する各施策に関する調査に協力する。

必要書類・確認事項

 三原市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）

 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書

 世帯全員の住民票または戸籍の附票の写し　※コピーではありません。

 夫婦の所得証明書

 　　※令和 ６年１月１日時点で住民登録されている自治体で取得できます。

 誓約書兼同意書（様式第３号）

 地域活動参加状況等証明書（様式第４号）
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【 該当者のみ提出する書類 】
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○住宅を新築・購入・リフォームした場合の提出書類
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○住宅を賃借した場合の提出書類
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○引越業者・運送業者を利用した場合の提出書類
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○所得関係の提出書類

必要書類・確認事項

【夫婦の一方または双方が貸与型奨学金の返済を行っている場合】

 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し

 　　※令和５年（令和５年１月～12月の１年間）の返済額、返済日が記載されていますか？

必要書類・確認事項

 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し

 　　※契約日、物件所在地、対象経費（建物代金）の金額、売主・買主双方の捺印が確認できますか？

 領収書または支払い額等が確認できる書類の写し

 　　※支払者の氏名、金額、支払いの内容、支払日（領収日）、支払先が明記されていますか？
 　　※令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に夫婦のいずれかが支払ったものですか？

必要書類・確認事項

 住宅の賃貸借契約書の写し

 　　※契約日、契約物件名（所在地）、対象経費（賃料等）の金額、内訳、借主・貸主双方の捺印が確認できますか？

 領収書または支払い額等が確認できる書類の写し

 　　※賃料及び共益費については、夫婦が同居を始めた月または婚姻月から３ヶ月分が対象です。
 　　※交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に記載した経費のすべてについての領収書がありますか？
 　　※支払者の氏名、金額、支払いの内容、支払日（領収日）、支払先が明記されていますか？
 　　※令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に夫婦のいずれかが支払ったものですか？

 住宅手当支給証明書（様式第２号）

 　　※住宅手当を受けていない場合でも提出が必要です。

必要書類・確認事項

 領収書または支払い額等が確認できる書類の写し

 　　※支払者の氏名、金額、支払いの内容、支払日（領収日）、支払先が明記されていますか？
 　　※令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に夫婦のいずれかが支払ったものですか？


